
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 ４ 月 

松 本 市 

〇松本市役所（東庁舎内）〒390－8620 松本市丸の内３番７号 

障がい福祉課  (直)0263－34－3212  [FAX]0263－36－9119 

[メールアドレス]s-fukusi@city.matsumoto.lg.jp 

こども福祉課  (直)0263－33－4767  [FAX]0263－36－9119 

[メールアドレス] kodomo-f@city.matsumoto.lg.jp 

〇松本市役所（波田支所内）〒390－1492 松本市波田 4417 番地１ 

西部福祉課  (直)0263－92－3002  [FAX]0263－92－711１ 

[メールアドレス]w-fukusi@city.matsumoto.lg.jp  

「魚のおよぐ帽子」 



利用される皆様へ 

     あらましをご覧になる時の留意点 

留意点①        

 

 

 

 

 

 

 

(例) 

 

留意点② 
この冊子では、障がいがある方に関係する福祉制度の主な内容を、簡易にまとめて紹介して

います。制度のすべてを説明したものではなく、また内容が変更される場合があります。 

 制度を利用される場合は、詳細について事前に各制度担当窓口(機関)に必ずお確かめくだ

さい。 

 この冊子と同じものを松本市のホームページにも掲載しています。 

   http://www.city.matsumoto.nagano.jp/  

 情報に変更があった場合などに更新していますので、そちらもご利用ください。 

 

 留意点③  

この冊子に「年度」と表記されている場合は、「４月から翌年３月」の期間を意味します。 

(例 令和 5年度＝令和 5年４月から令和 6年３月）      

 

 

 

 

 

☆ 心身障害者福祉手当(市の制度) 

制度名の左側の欄に「☆」印がある制度は、課税状況や世帯状況などが要件と

なっている制度です。手帳交付の説明時点では対象(対象外)でも、その後の状況

変化によっては対象外(対象)となる可能性があります。 

また、市役所では、その都度の状況変化を把握して、案内することができませ

ん。手帳所持者又は、その家族の方が申出をしていただく必要があります。 

http://www.city.matsumoto.nagano.jp/
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１ 手 帳 

 精神障害者保健福祉手帳 

精神の障がいを持つ方に対して、自立と社会参加の促進を図ることを目的に交付され、福祉

サービス等が利用しやすくなります。障がいの程度により、１～３級まで区分されます。 

 

○対象       初診日から６か月以上過ぎている方 

 

○申請書類 ⑴障害者手帳交付申請書 

  ⑵写真  縦４ｃｍ×横３ｃｍ 

脱帽して上半身を写したもので、撮影後１年以内のもの 

⑶精神障害者保健福祉手帳用診断書 

 ⑷●障害年金番号及び年金コードが分かる書類 

（精神障がいを支給事由とする年金証書・裁判通知・振込(支払)通知書等） 

●同意書 

 ⑸マイナンバーのわかるもの及び身元確認書類 

           ⑹松本市精神障がい者台帳付表 

           ⑺税関係閲覧承諾書 

 

○有効期間    ２年間 

（更新される方は、期限の３か月前から手続きできます） 

※更新時期をお知らせする通知はお送りしていませんので、期限切れにご 

注意ください。 

 

○その他      交付されるまでには申請してから約３か月程かかります。 

 

○窓口      障がい福祉課 電話 34－3212  FAX36－9119 

              こども福祉課 電話 33－４７６７  FAX36－9119 

              西部福祉課       電話 92－3002  FAX92－711１ 

 

 

 

 

 

 

 

⑶・⑷の

い ず れ

か一方 
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２ 医 療 

☆ 福祉医療 

障がい者(児)の健康保持と福祉の増進を図るため、医療保険で診療を受けた場合の自己負

担額の一部を助成します。 

 

〇対象者 

対象者 所得制限 

身体障害者手帳１級・２級の方  

なし 療育手帳 A１の方 

65歳未満の精神障害者保健福祉手帳 1級の

方（通院のみ助成対象） 

身体障害者手帳３級・４級の方 所得が特別障害者手当を受

給できる範囲内の額 療育手帳Ａ２、Ｂ１の方 

特別児童扶養手当１級・2級の方(20歳まで) 

65歳以上の原則後期高齢者医療に加入して

いる精神障害者保健福祉手帳 1級・２級の方 

65歳未満の精神障害者保健福祉手帳２級の

方（通院のみ助成対象） 

65歳以上で障害年金１・２級の年金証書をお

持ちの方 

(注)18歳以下は、所得制限がありません。      

 

○必要書類   身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳をお持ちで 

ない方は、障がいの程度がわかる年金証書等)、健康保険証またはマイナ保険

証もしくは資格確認書、振込口座のわかるもの（通帳、キャッシュカード等）、マ

イナンバーのわかるものおよび身元確認書類 

 

○窓口   障がい福祉課(20歳以上) 電話 34－3036  FAX３6－9119 

 こども福祉課(20歳未満) 電話 33－9855  FAX36－9119 

 西部福祉課   電話 92－3002  FAX92－711１ 

 各支所・出張所（申請書類の受付のみ） 
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☆ 自立支援医療(精神通院) 

自立支援医療（精神通院）は、精神科通院にかかる医療費の自己負担額が１割になる制度で

す。世帯の所得に応じて月額自己負担上限額があります。 

（松本市国民健康保険の加入者は、自己負担額が０円になります） 

 

○申請書類 ⑴自立支援医療（精神通院）申請書 

           ⑵医療保険の被保険者証の写し 

            （本人及び被保険者が確認できるもの） 

           ⑶医師の診断書 

            ※同日に申請する精神障害者保健福祉手帳の診断書が要件を満たす時、自

立支援医療用の診断書を省略できる場合があります。 

            ※診断書は、２年に１度（隔年）の提出です。 

           ⑷個人番号及び税務情報の閲覧及び提供に関する同意書 

           ⑸非課税世帯で障害年金や手当を受給している方は、受給額の分かる書類 

            （直近の振込・支払通知書、通帳の写し等） 

           ⑹マイナンバーのわかるものおよび身元確認書類 

 

○有効期間   １年間 

           継続して自立支援医療を受けるためには、更新申請が必要になります。 

           （期限の３か月前から申請ができます） 

           ※更新時期をお知らせする通知はお送りしていませんので、期限切れにご注 

意ください。 

 

○窓口      障がい福祉課  電話 34－3212  FAX36－9119 

              こども福祉課   電話 33－４７６７  FAX36－9119 

              西部福祉課     電話 92－3002  FAX92－711１ 
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 後期高齢者医療 

後期高齢者医療制度は７５歳以上の方が被保険者となる制度ですが、６５歳以上７５歳未満

の方も一定程度の障害がある方は、長野県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けると、

認定を受けた日から後期高齢者医療制度に加入することができます。 

 後期高齢者医療制度へ加入する方は、現在ご加入の健康保険から脱退することになり、被保

険者ごとに保険料がかかりますので、よくご検討のうえ申請してください。 

 

〇対象者   65歳以上 75歳未満の方で、次に該当する方 

⑴ 身体障害者手帳 

①１級から３級までのいずれかに該当する方 

②音声機能、言語機能障害の４級に該当する方 

③4級の方で下肢障害の１号、３号または４号のいずれかに該当する方 

⑵ 療育手帳 

重度（A1、A2）に該当する方  

⑶ 精神障害者保健福祉手帳 

１級または２級に該当する方 

⑷ 国民年金証書 

   障害年金１級または２級を受給している方 

(注)75歳以上の方は、全ての方が後期高齢者医療制度に加入となります。 

   （手続きはありません。） 

 

〇必要書類   障害認定申請書（保険課または支所・出張所にあります。）、身体障害者手帳・

療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、現在加入の被保険者証 

 

〇窓口 保険課  電話 34－3216  FAX39－2523 

 各支所・出張所（申請書類の受付のみ）     

         

 在宅歯科医療連携室 

長野県が長野県歯科医師会に委託している事業です。在宅で療養中の歯科医院への通院が

困難な身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の在宅歯科医療に関する下記の相談等

に、原則として歯科衛生士が応じます。 

⑴在宅で歯科医療や口腔ケア指導等を希望する方からの相談 

⑵在宅歯科医療を実施する歯科医院の紹介 

⑶在宅歯科医療に関する医療や介護、福祉の関係者等との連携調整 

 

○相談日時 平日午前１０時～午後４時  

 

○利用方法 電話番号 0２６－２１５－５０１５  FAX０２６－２２２－３０６０  
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３ 年金・手当 

障害年金 

病気やけがによって生活や仕事等が制限されるようになった場合に受け取ることができる

年金です。 

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯

科医師の診療を受けた時（初診日）の年金加入状況によって請求の種類が異なります。また、障

害年金を受け取るには、初診日や障害状態、年金の納付状況等の条件があります。 

請求の詳細については、それぞれの担当窓口へお問い合わせください。 

 

 障害基礎年金 
初診日において、国民年金加入中もしくは年金制度未加入（２０歳

前または日本国内に住んでいる６０歳以上６５歳未満）の方 
 

年
金
額 

 

年額（令和６年４月～） 

１級  1,020,000円(S31.4.2以降にお生まれの方) 

1,017,125円(S31.4.１以前にお生まれの方) 

２級  816,000円(S31.4.2以降にお生まれの方) 

813,700円(S31.4.１以前にお生まれの方) 

加算額（子の人数により加算） ２人目の子まで１人につき  ２３４，８００円 

３人目以降の子１人につき  ７８，３００円 

 

○支給制限   20歳前の傷病による年金受給者は、所得状況や他の公的年金受給等により

支給制限があります。 

 

○窓口 日本年金機構 松本年金事務所     電話２５－８１００ FAX２５－８１０３ 

 松本市役所市民課年金担当（１番窓口） 電話３４－３２１８ FAX３７－０２６０ 

    

 

 障害厚生年金 初診日において厚生年金加入中の方 

 

年
金
額 

障害基礎年金額に次の額の障害厚生年金が上乗せされます。 

１級 報酬比例の年金額×１．２５＋配偶者加給年金額 

２級 報酬比例の年金額＋配偶者加給年金額  

３級 報酬比例の年金額  （注：３級は障害基礎年金が支給されません） 

 

○窓口 日本年金機構 松本年金事務所  電話２５－８１００  FAX２５－８１０３ 



6 

 

 特別障害給付金 

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障がい

者の方について、福祉的措置として平成１７年４月から始まりました｡ 

支給対象者等、詳細な要件については、担当窓口へお問い合わせください。 

 

支
給
額 

障害基礎年金１級に該当する方 月額 ５５，３５０円(2級の 1.25倍) 

障害基礎年金２級に該当する方 月額 ４４，２８０円 

 

○窓口 日本年金機構 松本年金事務所 電話２５－８１００  FAX２５－８１０３ 

 松本市役所市民課年金担当(１番窓口) 電話３４－３２１８  FAX３７－０２６０

      

 

☆ 児童扶養手当 

離婚等により、父または母と生計を同じくしていない１８歳未満の子、２０歳未満の障がいの

ある子を監護する父、母、または養育者に支給されます。  
支給対象者等、詳細な要件については、担当窓口へお問い合わせください。 

 

支
給
額 

児童１人 全部支給：月額 4５,５０0円 

一部支給：月額 4５,４９0円～１０，７４０円 

児童２人目 

（加算額） 

全部支給：月額 １０，７５０円 

一部支給：月額 １０，７４０円～５，３８０円 

児童３人目以降 

（加算額）※ 

全部支給：月額 ６，４５０円 

一部支給：月額 ６，４４０円～３，２３０円 

※令和６年１１月分から、児童３人目以降の手当額は、児童２人目と同額になります。 

公的年金を受給している（これから受給する）場合は、年金額が手当額より低い場合に、その 

差額が支給されます。ただし、令和３年３月の法改正により障害年金（厚生３級を除く）を受け

ている場合は、子加算額との差額支給となります。 

 

○障がい程度  20歳未満の児童で、身体障害者手帳おおむね１～３級程度、療育手帳 A1～ 

B1程度、精神障がい 

 

○支給制限  所得等の条件により支給制限があります。 

 

○窓口 こども福祉課  電話 33－９８５５  FAX36－9119 

 西部福祉課  電話 92－3002  FAX92－71１１ 
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☆ 特別児童扶養手当 

障がいのある２０歳未満の児童を養育している父もしくは母、または養育者に手当が支給さ

れます（身体障害者手帳、療育手帳等を交付されていなくても申請できる場合があります。） 

 

支
給
額 

１級 障がい児１人につき 月額５５，３５０円 

２級 障がい児１人につき 月額３６，８６０円 

 

○障がい程度 １級：身体障害者手帳１～２級程度、療育手帳Ａ１～Ａ２程度、精神障がい 

２級：身体障害者手帳３級程度（一部４級も）、療育手帳Ｂ１程度（一部Ｂ２も）、  

精神障がい 

 

○支給制限 所得等の条件により、支給制限があります。 

 

○窓口 こども福祉課  電話 33－９８５５  FAX36－9119 

 西部福祉課  電話 92－3002  FAX92－711１(申請書類の受付のみ) 

 

 

☆ 障害児福祉手当 

日常生活で常時介護を必要とする在宅の重度障がい児（20歳未満）に支給されます。 

 

○支給額    月額１５，６９０円 

 

○障がい程度 身体障害者手帳１～２級（一部）程度、知能指数おおむね 20以下程度、精神障 

がい 

 

○支給制限 所得等の条件により、支給制限があります。 

 

○窓口 こども福祉課  電話 33－９８５５  FAX36－9119 

 西部福祉課  電話 92－3002  FAX92－711１(申請書類の受付のみ) 
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☆ 特別障害者手当 

日常生活において、常時特別の介護を必要とする 20 歳以上の在宅重度障がい者に支給さ

れます。 

 

○支給額     月額２８，８４０円 

 

○障がい程度  障害基礎年金１級程度の障がいが重複するもの、またはそれと同程度以上の 

もの 

 

○支給制限   所得が一定額を超える場合は支給されません。 

   施設入所者や病院等へ３か月以上継続して入院している場合は資格喪失と 

なります。 

 

○窓口 障がい福祉課  電話 34－3０３６  FAX36－9119 

 西部福祉課  電話 92－3002  FAX92－711１  

 

 

☆ 心身障害者福祉手当（市の制度） 

年齢、障がいの程度等により次のとおり手当が支給されます。  

 

○内容 ［手当は年１回、12月末日頃の支給となります｡] 

支給要件 支給年額 

１１月１日現在

で右要件に該当

し、松本市に住

民登録のある方

で、市民税が非

課税の方 

20歳

以上 
在宅者 

身体障害者手帳  １級  

３３，０００円 

療育手帳  Ａ１、Ａ２ 

精神障害者保健福祉手帳 

１級、２級  

（有効期限切れ精神手帳の場合、

１１月１日時点で更新手続きを行

われていない方は支給されませ

んのでご注意ください。） 

 

 

○新規申請  新規申請については、毎年１１月１０日までに申請された方が当該年度の資格  

審査対象者となります。 
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○支給制限  特別養護老人ホーム等の施設入所者、措置入院者および特別障害者手当の受 

給者は受給資格がありません。 

 

○窓口 障がい福祉課  電話 34－3０３６  FAX36－9119 

 西部福祉課  電話 92－3002  FAX92－711１ 

 

 

☆ 特定疾患患者見舞金（市の制度）  

特定疾患患者の経済的、精神的負担の軽減と福祉の増進を図るため支給します。 

 

○内容     年額１２，０００円 

 

○要件      ⑴特定医療費（指定難病）受給者証、特定疾患医療受給者証、特定疾病医療受

給者証、ウイルス肝炎医療費受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証等の

交付を受けている方 

 ⑵下表（22種類）の疾病の方（医師の証明が必要です） 

 ⑶松本市に 1年以上居住している方 

      

○注意事項  ⑴年度のうち（４月から翌年３月まで）で、毎年１回の申請が必要です。 

 ⑵年度を超え、遡っての申請はできません。   

 ⑶本人が亡くなってから、遡っての申請はできませんのでご注意ください。 

 

1ステロイドホルモン産生異常症 

2神経性食思不振症 

3末端肥大症 

4網膜脈絡膜萎縮症 

5メニエール病 

6突発性難聴 

7特発性両側性感音難聴 

8ギランバレー  

9ジストニア  

10正常圧水頭症 

1１ネフローゼ症候群 

12慢性腎炎 

13肺線維症 

14慢性肝炎 

15肝硬変 

1６肝内胆汁うっ滞 

1７肝内胆管結石症 

1８慢性膵炎 

1９シェーグレン症候群 

2０橋本病 

2１免疫不全症候群 

2２側頭動脈炎 

 

○窓口      保健予防課  電話４０－０７０１  FAX４０－０８１１ 
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 心身障害者(児)扶養共済 

心身障がい者（児）を扶養している方が、毎月一定の掛金を払い込み、扶養している方が死

亡または著しい障がいを有する状態となったとき、その方が扶養していた心身障がい者に年

金を支給するものです。一人の心身障がい者につき２口まで加入できます。  

 

○内容 

加入者が死亡し、または著しい障がいを有する状態にな

ったとき 

月額１口 20,000円 

１年以上加入し、障がい者が加入者より先に死亡したと

き 

弔慰金 

1口 30,000円～ 250,000円 

５年以上加入し制度を脱退したとき 脱退一時金 

１口 45,000円～ 250,000円 

 

○加入要件  身体障害者手帳１～３級の者（児）、知的障がい者（児）、精神障がい者(児)を扶 

養している保護者（父母、配偶者等）で、県内に居住し、６５歳未満で、特別な疾病

または障がいのない健康状態であること 

 

○掛金 加入時の年齢により、１口月額９，３００円～２３，３００円  

(注１)掛金が減額や免除になる場合があります。 

(注２)世帯の所得状況により掛金の補助があります。（市の制度） 

 

○窓口   障がい福祉課  電話 34－3２１２  FAX36－9119  

 こども福祉課  電話 33－4767  FAX36－9119  

             西部福祉課  電話 92－3002  FAX92－711１  
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 交通・災害遺児見舞金 

県内に住所を有し、満１８歳に達した日以降最初の３月３１日までに、交通または災害事故に

より、父または母が死亡もしくは重度の障がい者となった遺児等に支給されます。  

 

○内容      遺児１人につき １５０，０００円 

 

○障がい程度  国民年金法による障がい程度１級に相当する障がい 

（身体障害者手帳１、２級程度、精神障害者保健福祉手帳 1級程度） 

 

○窓口     松本市社会福祉協議会  

 地域福祉課  電話 27－3381  FAX27－2239  

 

 

 交通及び災害遺児等福祉金 

交通事故または災害事故により、父または母が死亡もしくは重度の障がい者となったとき、

１８歳までの児童に支給されます。（ただし、事故発生月の初日前６カ月から引続き、松本市に

住所があること）      

 

○内容       

認定時福祉金 遺児１人につき  ５５，０００円（１回のみ） 

年額福祉金 遺児１人につき  ６０，０００円 

（所得税額が一定額以上の場合は ５０，０００円） 

小中学校入学等一時金 １００，０００円 

（４月１日現在において受給資格を有する満６歳、満１２歳の遺児

１人につき） 

 

○窓口     こども福祉課  電話 33－９８５５  FAX36－9119 
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４ 税金 

 自動車税（種別割・環境性能割） 

軽自動車税（種別割・環境性能割）の減免 

 (注)下記は制度の概略です。詳しくは担当窓口で必ずご確認ください。 

障がい者の方が 4月 1日現在または新規登録時に所有し、かつ使用する自家用車等につい

て、次により自動車税（種別割・環境性能割）・軽自動車税（種別割・環境性能割）の減免が受け

られる場合があります。 

障がい種別 所有者（納税義務者） 運転者 

身体障がい者 
１８歳以上 本人 本人または同一生計者 

１８歳未満 本人または同一生計者 同一生計者 

知的障がい者 

精神障がい者 
本人または同一生計者 本人または同一生計者 

身体障がい者および知的障がい

者、精神障がい者のみで構成され

る世帯の障がい者 

本人 障がい者を常時介護する方 

 

〇障がい程度 

障がい区分 本人運転 同一生計者運転 

身
体
障
が
い 

視覚 １級､２級､３級､４級 １級､２級､３級､４級 

聴覚 ２級､３級 ２級､３級 

平衡 ３級 ３級 

音声 ３級（ただし喉頭摘出した者のみ） ― 

上肢 １級､２級 １級､２級 

下肢 １級､２級､３級､４級､５級､６級 １級､２級､３級 

体幹 １級､２級､３級､５級 １級､２級､３級 

脳原性上肢 １級､２級 １級､２級 

脳原性移動 １級､２級､３級､４級､５級､６級 １級､２級､３級 

内部 １級､３級 １級､３級 

免疫 １級､２級､３級 １級､２級､３級 

肝臓 １級､２級､３級 １級､２級､３級 

知的障がい Ａ１、Ａ2 Ａ１、Ａ2 

精神障がい １級 １級 
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⑴ 所有者(納税義務者)とは、車検証上の所有者欄(ローン契約等で所有権が自動車販売店等

に留保されている場合は使用者欄)に氏名が記載され、軽自動車税（種別割）、環境性能割、

自動車税（種別割）の納税義務者となっている方です。 

⑵ 自動車税（種別割・環境性能割）及び軽自動車税（環境性能割）の減免される税額には限度

額が設けられています。 

⑶ 申請は毎年行う必要はありませんが、次の場合には新たな申請や届出等が必要となります。 

① 減免対象となっている自動車が障がい者の方のために使用されなくなったとき。 

② 障がい者手帳を有する方が亡くなったとき。 

③ 住所・氏名の変更、障がい者手帳の記載内容の変更、運転者の変更、自動車（買い替え等）

や登録番号（ナンバープレート）の変更等、減免申請書の記載内容に変更が生じたとき。 

⑷  減免の対象となる自動車は障がい者一人に対し１台のみです。 

⑸ 自動車の構造が障がい者の利用に供するために改造された自動車についても減免になる 

場合があります。 

⑹ 障がい程度については、個別判定による級別により判断します。 

⑺ 軽自動車税（種別割）の減免は、原動機付自転車等の二輪自動車も減免の対象です。 

 

〇持ち物    身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳、減免を受けようとする 

自動車の車検証、運転される方の運転免許証、納税義務者ご本人の口座振込先

が確認できるもの（注１）、納税義務者の個人番号カード又は通知カード(注２)、同

一生計証明書等（注３） 

（注１）納税後の申請で還付が生じる場合のみ必要です。 

（注２）通知カードは廃止日（令和２年５月２５日）以降、記載内容に変更がない場  

合に限ります。 

（注３）所有者（納税義務者）又は運転者が生計を一にする方又は常時介護する方 

である場合は、同一生計証明書等による証明が必要です。証明書は障が

い福祉課、こども福祉課、西部福祉課で発行します。 

 

〇申込期限 

・自動車税（種別割）   自動車税（種別割）の納期限 

年度途中に手帳を交付された場合、交付年月日から 30日以内 

年度途中で自動車を購入した場合、登録した日から 30日以内 

・軽自動車税（種別割）  軽自動車税（種別割）の納期限 

・環境性能割        自動車を登録する際又は登録した日から 30日以内 

 

〇窓口 ⑴自動車税（種別割）、環境性能割について 

 中信県税事務所      電話４０－１９０５  FAX４７－７８２０ 

 ⑵軽自動車税（種別割）について 

 松本市役所市民税課    電話３３－４２１８  FAX３６－９３４５ 
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 所得税、市民税・県民税に関する所得控除 

自己、自己の同一生計配偶者又は扶養親族が、障がい者(児)に認定された年分の所得税(市

民税・県民税は翌年度)から、所得控除（障害者控除）が受けられます。 

 

区分 障がい程度 

普通障害者控除 

身体障がい ３級・４級・５級・６級 

知的障がい B1・B2 

精神障がい 2級・3級 

特別障害者控除 

身体障がい 1級・2級 

知的障がい A1・A2 

精神障がい 1級 

同居特別障害者控除 

特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、自己

または自己の配偶者もしくは、自己と生計を一にするその他

の親族のいずれかとの同居を常況としている者 

（注１）身体障害者手帳等を交付されていない方でも所得控除が受けられる場合があります。 

（注２）控除を受けるためには、確定申告、市民税・県民税申告、年末調整のいずれかの手続が

必要です。 

詳しくは松本市役所市民税課までお問い合わせください。 

 

〇窓口     ⑴所得税      松本税務署（国税局電話相談センター）  

 電話３２－２７９０ 音声ガイダンス１番 

⑵市民税・県民税   市民税課 電話３４－３２３２  FAX３６－９３４５ 

(注３)給与所得者は所得税、市民税・県民税ともに勤務先の給与担当 

 

 

 利子等の非課税（障害者マル優） 

一定の手続きにより、障がい者が預け入れた小額貯蓄および小額公債について､それぞれの

制度につき元本３５０万円を限度として利子等が非課税になります。 

 

〇対象者   身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者 

         障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金等の受給者 

         障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当の受給者 

 

○窓口     銀行、証券会社等 
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 相続税に関する障害者控除 

相続人が障がい者である場合、相続税額から一定額が控除されます。詳細は担当窓口へお

問い合わせください。 

 

○窓口  松本税務署（国税局電話相談センター）  電話３２－２７９０ 音声ガイダンス１番 

 

 

 贈与税の非課税 

特定贈与信託を利用することで、贈与税の一定額が非課税となります。詳細は担当窓口へお

問い合わせください。 

 

○窓口     信託銀行等  
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５ 貸付制度 

 生活福祉資金の貸付 

生活福祉資金貸付制度は低所得世帯や障がい者・高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要

な援助指導を行うことにより、その経済的自立および生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉

および社会参加の促進を図ることができる場合に､低利または無利子で必要な資金を貸し付

ける制度です｡                                                      

なお、資金の種類および貸付用途、貸付要件等がありますので、貸付が受けられるかなどの

詳細は担当窓口にお問い合わせください｡    

 

○貸付対象   身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の

属する世帯（他制度優先） 

 

○窓口      松本市社会福祉協議会 生活福祉課  電話２５－７３１１  FAX２７－２２３９ 

 

※生活福祉資金借受者が負担した利子について、補助を受けられる場合があります。    

（松本市役所 福祉政策課） 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
若林 広大作「オレ流鳥獣戯画」 
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６ 移動支援 

 鉄道運賃の割引 

○割引を受けるには 

割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に旅客鉄道株式会社運賃減額区分が 

記載されていることが必要です。記載を希望される方は、障がい福祉課、西部福祉課、こど 

も福祉課のいずれかへお越しください。 

また、有効期限が切れた手帳や写真が貼付されていない手帳については、割引が適用さ 

れませんのでご注意ください。 

                                 

○割引区分     第１種は障害等級が 1級の方。第２種は障害等級が２級または３級の方。 

 

〇利用方法     手帳を呈示して駅の窓口で購入してください。 

 

○お問い合わせ  割引条件等の詳細はＪＲに直接お問い合わせください。また、私鉄等の割引 

についても各鉄道会社にお問い合わせください。 

 

 

 

 国内線航空旅客運賃の割引 

次の要件に該当する方は、航空運賃が次のとおり割引されます。  

要件 割引対象者 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者

が単独、または介護者とともに搭乗する場合 

本人、介護者 

 

○対象空路 国内線定期航空路の区間（年齢制限や割引対象者等適用条件の詳細について 

  は航空会社ごとに取扱いが異なる為、各航空会社にお問い合わせください。） 

○利用方法 障がい者手帳を航空会社の窓口に呈示して購入してください。 
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 バス運賃の割引 

障がい者手帳をお持ちの方は次のとおり割引されます。 

区分 適応範囲 割引率 

普通乗用車 単独又は介護者とともに乗車する場合 ５割引 

定期乗車券               〃 ３割引 

 

○適用範囲  割引対象とする障がいの種別、介護者の必要性の認定は、各会社（または運転 

 手）の判断によります。 

 

○利用方法  乗降車時に運転手に障がい者手帳を呈示し、割引料金を支払ってください。 

                                 

○その他   上記割引内容は、バス会社によって扱いが異なります。 

  回数券の購入・使用方法、高速バスの割引についてなど、詳しくは各バス会社へ

お問い合わせください。 

 

 

 

 

 
タクシー運賃の割引 

障がい者手帳をお持ちの方は、タクシー料金の割引があります。ただし、迎車回送料金、高速

料金、駐車料金は除きます。 

（相乗りする場合も、障害者が乗車する区間については、割引対象となります。） 

 

○割引      １割引  

 

○適用範囲   該当要件はタクシー会社ごとに異なるため、ご利用の際は事前にお問い合わ

せください。 

 

〇利用方法   必ず乗車後すぐに、運転手へ障がい者手帳を呈示してください。 

（注）料金精算時では対応できないことがあります。 

 

○窓口       障がい福祉課  電話 34－3212  FAX36－9119 

             こども福祉課  電話 33－4767  FAX36－9119 

             西部福祉課  電話 92－3002  FAX92－711１ 

（70歳以上の方）高齢福祉課  電話 34-3214  FAX34-3016  
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 福祉 100円バス事業(パス券交付)(市の制度) 

障がい者手帳をお持ちの方、難病の方は、福祉 100円バス乗車パス券により松本市内のバ

ス路線および上高地線電車を１乗車 100円で乗車できます。 

                                 

○対象路線 ⑴市内の生活バス路線（高速バス等を除く） 

 ⑵上高地線電車（ＪＲ電車は使用できません） 

 ⑶新島々以西のバス路線は、安曇、奈川地区管内の対象者のみ 

 

○利用方法  ⑴パス券を乗務員や駅員に提示して運賃を支払ってください。 

 ⑵市内バス路線、上高地線電車は 100円で全路線乗車できます。  

 ⑶市外バス路線は、市内区間は 100円、市外区間は実費負担となります。 

 ⑷介護者割引については、鉄道運賃、バス運賃割引のページをご参考くださ 

い。 

 

○注意事項  ⑴対象者はパス券所持者のみで、介助者は 100円になりません。 

⑵バスを利用する時は、必ず現金でお支払いください。（現金以外で支払う場  

合は、事業の対象となりません。) 

         

○持ち物 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、難病の方については診 

断名のわかるもの（特定医療費(指定難病)受給者証、診断書等）、顔写真（縦３ｃｍ

×横２．５ｃｍ） 

○窓口       障がい福祉課  電話 34－3212  FAX36－9119 

             こども福祉課  電話 33－4767  FAX36－9119 

             西部福祉課  電話 92－3002  FAX92－711１ 

（70歳以上の方）高齢福祉課  電話 34-3214  FAX34-3016  

 

  障がい者の上高地通行許可 

自力でバス、タクシーの利用ができない常時車いす利用の障がい者等が、自家用車等で上高

地バスターミナルまで乗り入れることを許可するものです。 

 

〇要件 松本警察署へ出向いての、障がい者本人の身体状況の確認によります。詳し 

くは担当窓口にお問い合わせください。 

 

〇持ち物 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳 

 

〇窓口 松本警察署  電話２５－０１１０(代)  FAX２６－７９８４ 
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  信州パーキング・パーミット(障がい者等用駐車場利用証)制度 

障がい者等用駐車区画を適正利用できるように、障がい者の方、高齢者の方、妊産婦の方等

に利用証(パーキング・パーミット)を交付します。利用証には有効期限があり更新が必要にな

ります。 

区分 交付基準 

身
体
障
が
い
者 

視覚障がい 身体障害者手帳 ４級以上の者 

聴覚障がい 身体障害者手帳 ３級以上の者 

ろうあ 身体障害者手帳 ３級以上の者 

平衡機能障がい 身体障害者手帳 ５級以上の者 

肢体不自由 

上肢 身体障害者手帳 ２級以上の者 

下肢 身体障害者手帳 ６級以上の者 

体幹 身体障害者手帳 ５級以上の者 

脳原性 
上肢機能 身体障害者手帳 ２級以上の者 

移動機能 身体障害者手帳 ６級以上の者 

内部障がい（心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう 

直腸・小腸・肝臓） 
身体障害者手帳 ４級以上の者 

ヒト免疫不全ウイルスによる 

免疫機能障がい 
身体障害者手帳 ４級以上の者 

知的障がい者 療育手帳所持者 Ａ１、Ａ２ 

精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳 １級の者 

発達障がい者 
歩行に介助者の特別な注意が必要と医療機

関、療育機関等が認めた者 

難病患者 

特定医療費（指定難病）受給者 

特定疾患医療受給者 

長野県特定疾病医療受給者 

先天性血液凝固因子障害等医療受給者 

その他けが人または病気等の者 
けがまたは病気等により歩行が困難である

ことが診断書等により確認できる者 

高齢者 要介護１以上の者  （窓口：高齢福祉課） 

妊産婦 

母子健康手帳の取得者 

※産後は 2歳未満の子どもを同伴する場合に限る 

（窓口：健康づくり課） 
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〇持ち物    障がい等の分かる書類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、 

受給者証等) 

 

○窓口  障がい福祉課  電話 34－3212  FAX36－9119 

             こども福祉課  電話 33－4767  FAX36－9119 

             西部福祉課  電話 92－3002  FAX92－711１ 

 

〇郵送の場合 

 ・宛先     〒３８０－８５７０(住所記載不要) 

 長野県 地域福祉課 信州ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾊﾟｰﾐｯﾄ制度担当 

電話０２６－２３２－００５３  FAX026―235―７１７２ 

 ・提出書類  申請書、障がい等の分かる書類(障がい者手帳、受給者証等)の写し、返信用切 

手(1８0円) 

 

 

 松本市自転車駐車場(有料)の減免 

障がい者手帳をお持ちの方は、有料自転車駐車場の定期使用にかかる費用が減免になりま

す。(注)一時利用の場合は対象外 

 

〇対象者      身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

 

〇対象駐車場  ⑴松本駅北自転車駐車場 

           ⑵松本駅アルプス口自転車駐車場 

 

○窓口   自転車推進課  電話３４－３２４５  FAX３４－３２０２ 

 

  駐車禁止規制の適用除外 

障がい者手帳等をお持ちの方に対して、駐車禁止除外標章が交付されます。 

 

〇要件   障がい者手帳の障がい等級・程度により要件等が定められております。詳しくは

担当窓口にお問い合わせください。 

 

〇持ち物   身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、車検証お

よび免許証の各写し 

 

〇窓口 松本警察署  電話２５－０１１０(代)  FAX２６－７９８４ 
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７ 在宅生活の援助 

  自立支援給付（介護給付・訓練等給付）／障害児通所給付 

自立支援給付（介護給付・訓練等給付）で受けられるサービスは、主に在宅で利用するサービ

ス（訪問系）、通所して利用するサービス（日中活動系）、居住の場として利用するサービス（居

住系）の３つに分類されます。 

 

⑴対象者 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児、難病患者 

 

⑵サービス利用の流れ（一般的な利用の流れ） 

 

障がい福祉課、西部福祉課、こども福祉課、松本市障がい

者総合相談支援センターへご相談ください。 

 

                         

 利用を希望する施設を見学、体験利用をしてください。 

 （日中活動系、居住系） 

 

                          

認定調査員が訪問し、定められた項目の調査を行います。 

 

 

 指定特定相談支援事業所の職員（相談支援専門員）が本 

 人や家族の意向を聞きながら、サービス等利用計画を作

 成します。 

 

                           

 障害福祉サービス受給者証を交付します。 

 

 

 

 障害福祉サービス受給者証を障害福祉サービス事業所へ 

 提示し利用契約を結びます。契約に基づきサービスの利

 用が開始になります。 

 

 

相談 

事業所の見学・体験 

障害支援区分の認定調査 

サービス等利用計画作成 

支給決定 

サービス利用開始 
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＜ 訪問系サービス ＞ 

サービス名 サービス内容 

介

護

給

付 

居宅介護 

(ホームヘルプ) 

居宅で、入浴、排せつ、食事等の介助のほか、調理、洗濯、掃除等の支

援を行います。また、通院等の介助(知的障がい・行動障がい等があ

り見守りが必要な場合)も行います。 

重度訪問介護 重度の障がいがあり常に介護が必要な方へ、居宅で入浴、排せつ、食

事等の介助、外出時の移動の補助等を総合的に行います。 

同行援護 視覚障がいがあり移動が困難な方へ、移動時に必要な情報の提供や

移動に必要な補助を行います。 

行動援護 知的や精神の障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方へ、危

険を回避するために必要な援護や外出時の移動の補助を行います。 

重度障害者等 

包括支援 

重度の障がい等で介護の必要が高い方へ、居宅介護等の複数のサー

ビスを包括的に行います。 

 

＜ 日中活動系サービス ＞ 

サービス名 サービス内容 

介

護

給

付 

療養介護 医療と常時介護を必要とする方へ、医療機関で機能訓練、療養上の

管理、看護、介護、日常生活の支援を行います。 

生活介護 常に介護を必要とする方へ、昼間、施設で入浴、排せつ、食事等の介

助を行うとともに、創作活動等の機会を提供します。 

短期入所 

(ショートステイ) 

居宅で介護する方が病気等で一時的に介護ができない時に、短期

間、夜間も含め施設等で入浴、排せつ、食事等の介助を行います。 

訓

練

等

給

付 

就労移行支援 一般企業等への就職を希望する 65 歳未満の方へ、一定期間、就労

に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。 

就労継続支援Ａ型 

(雇用型) 

一般企業等での就労が困難な 65 歳未満の方へ、雇用契約に基づ

き、生産活動の提供、就労に必要な知識や能力向上のための訓練を

行います。 

就労継続支援Ｂ型 

(非雇用型) 

一般企業等や雇用契約に基づく就労が困難な方へ、生産活動の提

供や、就労に必要な知識や能力向上のための訓練を行います。 

就労定着支援 就労移行支援等の利用を経て一般就労に移行した方へ、就労に伴う

生活面の課題に対応するための指導、助言等の支援を行います。 
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自立訓練 

(機能訓練) 

身体障がいのある方へ、理学療法等のリハビリテーションや生活能

力向上のための必要な訓練を行います。 

自立訓練 

(生活訓練) 

知的や精神の障がいがある方へ、自立した日常生活を営むために必

要な訓練、生活等に関する助言等の支援を行います。 

 

 

＜ 居住系サービス ＞ 

サービス名 サービス内容 

介

護

給

付 

施設入所支援 施設に入所する方へ、主に夜間・休日に、入浴、排せつ、食事等の介助

を行います。 

訓

練

等

給

付 

共同生活援助 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助を行い

ます。 

自立生活援助 １人暮らしを希望する障がいがある方に対して、定期的または随時の

居宅訪問により課題を把握し、必要な助言や連絡調整等の支援を行

います。 

宿泊型自立訓練 知的や精神の障がいがある方へ、居室や設備等を提供し、家事等の

日常生活能力を向上させるための支援を行います。 

 

 

＜ 相談支援給付 ＞ 

サービス名 サービス内容 

計画相談支援 サービス等利用計画案の作成や、支給決定されたサービス等の利用状況の

検証、サービス事業者等との連絡調整等を行います。 

地域移行支援 施設に入所、または長期間精神科病院に入院している方が地域生活に移行

するために、住居の確保や相談、その他必要な支援を行います。 

地域定着支援 居宅において単身で生活している障がい者等に対し、常時の連絡体制を確

保し、緊急時に相談その他必要な支援を行います。 

（注）訪問系・日中活動系・居住系サービスの事業所や相談支援（計画相談支援・地域相談支援・

障害児相談支援）の事業所の詳細情報は別冊「事業所一覧」に掲載しておりますので、ご確認く

ださい。 
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＜障害児通所給付＞ 

サービス名 サービス内容 

児童発達支援 未就学の障がい児に対し、日常生活における基本的な動作の指導や集団生

活への適応訓練等を行います。 

放課後等 

デイサービス 

学校就学中の障がい児に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中において、

生活能力向上のための訓練等を行います。 

居宅訪問型 

児童発達支援 

重度の障がい児に対し、居宅において日常生活における基本的な動作の指

導、知識技能の付与、集団生活への適用訓練等を行います。 

保育所等訪問

支援 

保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活へ

の適用のための専門的な支援を行います。 

（注）事業所の詳細情報は別冊「事業所一覧」に掲載しておりますので、ご確認ください。 

  

⑶負担上限月額について 

障害福祉サービスの利用には、原則、１割の自己負担が発生します。負担上限月額について

は以下のとおりです。 

就学前の障がい児の発達支援の無償化、障害児通所支援に係る多子軽減等、負担上限額月

額の軽減の詳細については、直接、担当窓口へお問い合わせください。 

所得区分 負担上限月額 

生活保護 ０円 

低所得１ 

（市町村民税非課税者であって障がい者または障がい児の保護者の収入

が年間８０万円以下である者） 

 

 

０円 

低所得２ 

（市町村民税非課税者のうち、低所得１に該当しない者） 

一般１ 

（市町村民税課税世帯に属する者のうち、居

宅で生活する者または２０歳未満の施設入所

者かつ、市町村民税所得割額が１６万円（障が

い児及び２０歳未満の施設入所者にあたって

は２８万円） 

居宅で生活する障がい児 ４，６００円 

居宅で生活する障がい者

および２０歳未満の施設入

所者 

 

 

９，３００円 

一般２ 

（市町村民税課税世帯に属する者のうち、一般１に該当しない者） 

３７，２００円 

○窓口 障がい福祉課  電話 34－3212  FAX36－9119 

 こども福祉課  電話 33－4767  FAX36－9119 

 西部福祉課  電話 92－3002  FAX92－711１ 
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   地域生活支援事業(利用計画が不要なサービス) 

市が地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施するサービスで、利用計画は不要です。 

 

サービス名 サービス内容 

移動支援 屋外での移動等が困難な障がいのある方へ、社会生活上必要不可欠な外出

や余暇活動等の社会参加のための外出の支援を行います。 

（注）自立支援給付の重度訪問介護、同行援護、行動援護の支給対象となる

場合は、自立支援給付が優先します。 

日中一時支援 居宅で介護する方が病気・仕事等で一時的に介護ができない時、施設等で

日中の介護(保護)を受けられます。 

訪問入浴サー

ビス 

家庭での入浴が困難な重度身体障がい者(児)、および難病患者の方に対し

て、自宅に浴槽を搬入し入浴を行います。 

地域活動支援

センター 

障がい者等が通所し、日常生活訓練や社会適応訓練、創作的活動等のサー

ビスを受けられます。 

(注)介護保険も対象になる方は、原則として介護保険のデイサービス(通所

介護)の利用が優先します。 

（注）事業所の詳細情報は別冊「事業所一覧」に掲載しておりますので、ご確認ください。 

 

○窓口 障がい福祉課  電話 34－3212  FAX36－9119 

 こども福祉課  電話 33－4767  FAX36－9119  

 西部福祉課  電話 92－3002  FAX92－711１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
布施 陽子作「うさぎの曲芸」 
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  介護保険制度 

障害福祉サービスと同様のサービスが介護保険で受けられる場合（訪問介護（ホームヘルプ

サービス）、訪問入浴等）には、原則として介護保険を優先することとされています。詳しくは、

担当窓口にお問い合わせください。 

 

 第１号被保険者 第２号被保険者 

区分 ６５歳以上の方 ４０歳以上６５歳未満の健康保険に加

入している方 

給付の 

対象者 

・寝たきり、認知症等で入浴、排せつ、食

事等の日常生活に介護が必要な方（要

介護者） 

・日常生活の一部に支援が必要だが心

身の機能の維持、改善が見込める方 

（要支援者） 

・国で定めた特定疾病（１６疾病（注））

によって、介護または支援が必要とな

った方 

 

（注）特定疾病（16疾病） 

脳血管疾患、骨折を伴う骨粗鬆症、筋委縮性側索硬化症、脊柱管狭窄症、糖尿病性神経障

害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関

節症、初老期における認知症、パーキンソン病関連疾患（パーキンソン病、進行性核上性麻痺、

大脳皮質基底核変性症）、多系統萎縮症（線条体黒質変性症、シャイドレーガー症候群、オリー

ブ橋小脳萎縮）、脊髄小脳変性症、後縦靭帯骨化症、閉塞性動脈硬化症、関節リウマチ、慢性閉

塞性肺疾患、早老症、がん末期 

 

〇窓口 高齢福祉課  電話３４－３２１３、３４－３２１４、３４－３２３７、３４－３０６１ 

FAX ３４－３０１６、３４－３０２６ 
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有償生活支援事業「つむぎちゃんサポート」 

松本市社会福祉協議会では、障がいのある方がより快適な在宅生活を送れるよう、地域住

民の皆さんの支えあいによる有償の支援を行っています。（会員制） 

(注)協力できる会員がいない場合は、お断りすることもあります。 

 

○対象者 支援が必要な方 

 

○費用負担 年会費１，０００円 

家事支援…１時間９００円 

外出支援…１時間１,１００円 

ゴミ出し支援（一般家庭ゴミ）…１回１５０円（１回で２袋まで） 

 

○窓口 松本市社会福祉協議会 地域福祉課 

 電話２５－７３３０  FAX２７－２２３９ 

 

 

 
タイムケア事業 

介護者が一時的に家庭において介護できないときに、隣人や知人又は指定された民間福祉

団体等で介護サービスを受けられます。 

 

○対象者 在宅の心身障がい者（児）（身体障がい者は重度に限る） 

 

○利用時間 年３００時間以内(送迎時間を含む)  

 

○費用負担 食費等実費については自己負担となります。  

 

○利用方法 市に利用者および介護者の登録を行います。  

 

〇窓口 障がい福祉課  電話 34－3212  FAX36－9119 

  こども福祉課  電話 33－4767  FAX36－9119  

  西部福祉課  電話 92－3002  FAX92－711１  
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訪問給食サービス（市の制度） 

６５歳以上の高齢者や障がい者のみの世帯の方に対し、訪問による給食サービスを提供する

ことにより、その安否確認や健康維持・食の確保による自立支援を図ります。 

 

○利用対象者 ６５歳以上の高齢者や障がい者のみの世帯の方  

 

○事業内容 週２回、昼食を配送（四賀・安曇・梓川地区は週６回） 

 

○利用料 １食 ４００円 

 

○窓口 障がい福祉課  電話 34－3212  FAX36－9119 

 西部福祉課  電話 92－3002  FAX92－711１ 

 (65歳以上の方)高齢福祉課  電話 34-3492  FAX34-3026 

 

 

 
公営住宅（市営・県営住宅）の入居 

障がいのある方または障がいのある方と同居する世帯は、公営住宅家賃の減免が受けられ

る場合があります。障がいの種類、本人状況によっては 60歳未満でも単身入居できる場合が

あります。身体障がい者用公営住宅もあります。 

 

○対象者 ⑴身体障害者手帳 １級～４級 

  ⑵療育手帳 Ａ１～Ｂ１ 

  ⑶精神障害者保健福祉手帳 １級～２級 

  (注)60歳未満の単身入居については、担当窓口へお問い合わせください。 

 

○所得制限 入居、減免条件に一定額の制限があります。 

 

○窓口 長野県住宅供給公社 松本事務所(合同庁舎南）  

  電話４７－０２４０  FAX４７－８９０２ 
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家具転倒防止事業 （市の制度） 

(注)工事前に必ず担当窓口に相談してください。      

地震発生時における家具の転倒による被害の防止、軽減を図るために、家具転倒防止金物

取付工事費の一部を補助します。 

 

○対象者 次のいずれかに該当する者のみで構成された世帯  

 ⑴障がい者手帳をお持ちの方 

 ⑵75歳以上の高齢者 

 ⑶要介護又は要支援認定を受けている方 

 

○対象工事 工務店等が大型の木製家具(たんす、食器棚等)に家具転倒防止金物を取り 

 付けた工事 

 （注 1）家具転倒防止金具は、Ｌ字金物など建物の下地に強固に固定する物と 

 し、つっぱり棒、固定ベルトなどは該当しません。 

 

○補助金補助 対象経費の 2分の１以内、かつ 2万円以内 

 （注 2）1世帯につき、1回限り  

 

○留意点 補助金申請の受付は、工事完了後３週間以内です。 

 

○窓口 住宅課  電話３４－３２４６  FAX３４－３２０７  

 

 

 
くみとり料金の免除（市の制度） 

次に該当する場合、し尿のくみとり料金が全額減免されます。 

 

〇対象者 身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ１・Ａ２・Ｂ１、精神障害者保健福祉手帳１級 

 をお持ちで、市民税の非課税世帯の方 

 

〇窓口 環境保全課  電話３４－３０２４  FAX３４－３２０２   
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  ＮＨＫ受信料の減免 

次に該当する場合、NHK受信料が減免されます。 

 

 

半額減免 

視覚か聴覚の身体障害者手帳(等級制限なし)または身体障害者手帳１・２級、

療育手帳Ａ１、精神障害者保健福祉手帳１級のいずれかをお持ちで、本人が世

帯主であり受信契約者である場合 

全額減免 
身体・知的・精神いずれかの障がい者手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯構

成員全員が市町村民税非課税の場合 

 

※免除基準における世帯とは、「住居および生計を共にする者の集まり、または独立して住居

もしくは生計を維持する単身者」をいいます。(平成 20年８月日本放送協会「放送受信料免除

(障がい者関係)の市町村における証明事務のガイドラインより抜粋) 

 

〇持ち物 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、印鑑 

 

○窓口 ＮＨＫ長野放送局営業部  電話０２６－２９１－５２０５ 

松本市役所障がい福祉課  電話 34－3212  FAX36－9119 

                        こども福祉課  電話 33－4767  FAX36－9119 

                        西部福祉課  電話 92－3002  FAX92－711１ 

 

 

  携帯電話基本使用料等の割引 

次に該当する場合、携帯電話の基本使用料等が割引されます。 

 

〇対象者 障がい者手帳をお持ちの方 

 

〇窓口 各携帯電話の取扱い店またはグループ店 
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  ヘルプマーク 

外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方に、周囲に知らせることができるマ

ークを、ご希望の方に無料でお渡しします。（一人につき１個まで） 

 

〇対象者 義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病、妊娠初期の方等 

 （障がい者手帳の交付を受けていなくても利用できます。） 

 

○窓口 障がい福祉課  電話 34－3212  FAX36－9119 

 西部福祉課  電話 92－3002  FAX92－711１  

 （松本保健福祉事務所でも無料でお渡ししています。） 

 

（注）障がい者に関するマークについて 

街で見かける障がい者に関するマークには、様々なものがあります。 

詳しくは下記、内閣府 HPをご覧ください。 

https://www8.cao.go.jp/shougai/mark/mark.html （内閣府） 

 

 

  やまびこ文庫 

図書館の本、ＣＤ、点字資料、視覚障がい者用録音図書（デイジー等）を月１回、宅配します。

配達、回収は宅配業者が行います。 

 

〇対象者   障がい、高齢等で図書館へ行くことが難しい方 

 

 

〇窓口   中央図書館  電話３２－００９９  FAX３７－１１４８ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www8.cao.go.jp/shougai/mark/mark.html


33 

 

  救急医療情報キット支給事業（市の制度） 

病歴やご親族の連絡先を記載した救急情報カードを、専用ケースで冷蔵庫内に保管するも

のです。もしもの時は、救急隊員が救急情報カードを確認します。 

令和２年度から、利用者の同意を得て、市でも救急情報カードを保管し、必要な場合には消

防局等に提供します。また、利用者の名簿を、市と消防局や民生委員等が共有します。 

救急情報カードの内容に変更がある場合には、お知らせください。 

 

〇支給内容（無料） 専用ケース・救急情報カード（緊急連絡先、かかりつけ医、病歴等の情報 

 を記載）・冷蔵庫貼付用ラベル 

 

〇支給対象者 避難行動要支援者名簿に掲載されている者 

  独居または日中独居、同居家族の疾病等の理由により、救急隊員が救急 

 活動に必要な情報を把握することが困難になる可能性がある者 

 

○窓口 障がい福祉課  電話 34－3212  FAX36－9119 

 こども福祉課  電話 33－4767  FAX36－9119 

 高齢福祉課  電話 34－３０６１  FAX34－30２6  

 西部福祉課  電話 92－3002  FAX92－711１  

 

  避難行動要支援者名簿 

在宅で生活をしている方のうち、災害発生時において不安を抱えている、精神障害者保健福

祉手帳１級などの要件に該当する方または名簿掲載を希望される方が登録することで、お住ま

いの町会や民生委員、自主防災組織、消防団、市社会福祉協議会、市地域包括支援センター、

松本広域消防局、松本警察署に情報を提供いたします。平常時は地域での見守り活動等に、ま

た災害時は避難支援等のために情報を活用します。 

 

〇窓口  福祉政策課  電話３４－３２２７  FAX３４－３２０４ 

 

  市内各種施設の利用料金の割引 

手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）または松本市福祉 100円バス

乗車パス券をお持ちの方は、博物館・美術館等の利用料金が無料になります。スマートフォンア

プリ(ミライロ ID)でも、割引となる施設があります。 

（注）一部、施設や展示内容によって、別途料金がかかる場合があります。詳しくは各施設へ直

接おたずねください。 
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８ 相 談  松本市役所  代表電話 ３４－３０００ 

機  関  名 内     容 電 話 番 号 

障がい福祉課 

相談・支援担当 

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、

成年後見制度等に関すること 

(直通)  ３４－３２１２ 

[FAX]  ３６－９１１９ 

障がい福祉課 

給付担当 

障がいのある方の各種手当、難病患者、福祉

医療に関すること 

(直通)  ３４－３０３６ 

[FAX]  ３６－９１１９ 

生活福祉課 生活保護、生活困窮者自立支援に関すること 
(直通)  ３４－３２１１ 

[FAX]  ３６－９１１９ 

西部福祉課 

（新村、和田、今井、波

田、梓川、安曇、奈川地区

にお住まいの方） 

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、

難病患者、成年後見制度等に関すること 

障害のある方の各種手当、福祉医療に関する

こと（資格に関すること） 

介護保険、高齢者福祉に関すること 

(直通)  ９２－３００２ 

[FAX]  ９２－７１１１ 

高齢福祉課 
介護保険に関すること 

(直通)  ３４－３２１３ 

[FAX]  ３４－３０１６ 介護給付担当 

高齢福祉課 
高齢者福祉に関すること 

（直通）  ３４－3237 

[FAX]  ３４－３０２６ 福祉担当 

こども福祉課 身体障がい児、知的障がい児、精神障がい、難

病患者等に関すること 

(直通)  ３３－４７６７ 

[FAX]  ３６－９１１９ 相談･支援担当 

こども発達支援課 
発達及び発達障がいに関すること 

(直通)  ２４－１２３５ 

[FAX]  ２４－１２３６ 発達支援担当 

こども福祉課 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、

障害児福祉手当、福祉医療に関すること 

(直通)  ３３－９８５５ 

[FAX]  ３６－９１１９ 給付担当 

保育課 
障がい児保育に関すること 

(直通)  ３３－９８５７ 

[FAX]  ３４－３２３６ 指導担当 

健康づくり課 
子育てに関すること 

健康に関すること 

(直通)  ３４－３２１７ 

[FAX]  ３９－２５２３ 

保健予防課 
精神障がい者、難病患者の相談に関すること 

(直通)  ４０－０７０１ 

[FAX]  ４０－０８１１ (県松本合同庁舎内) 

市民課 
国民年金、障害基礎年金に関すること 

(直通)  ３４－３２１８ 

[FAX]  ３７－０２６０ 年金担当（1番窓口） 

住宅課 市営住宅に関すること 

住宅に関すること 

(直通)  ３４－３２４６ 

[FAX]  ３４－３２０７ 住宅担当 

市民税課 
軽自動車税減免（種別割）、市民税・県民税課

税、税控除に関すること 

(直通)  ３３－４２１８ 

[FAX]  ３６－９３４５ 
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行政機関等 

機 関 名 内      容 電話番号 

松本市社会福祉協議会 

（松本市総合社会福祉セ

ンター内・南松本） 

ボランティアに関すること 

生活資金の管理・貸付に関すること 

 

（直通） ２７－３３８１ 

（直通） ２５－７３１１ 

FAX(共通) 27-2239 

中信県税事務所 
自動車税（種別割・環境性能割）および軽自動

車税（環境性能割）の減免に関すること 

(直通)  ４０－１９０５ 

[FAX]  ４７－７８２0 

松本児童相談所 児童福祉、心身障がい児に関すること、知的障

がい者に関すること 

(代表)  91－３３７０ 

[FAX]  ９２－１５５０ 知的障害者更生相談所 

身体障害者更生相談所 

身体障がいに関すること（補装具、施設入所、

更生相談、巡回相談など） 

(代表) 

 (026)-296-3953 

[FAX] 

(026)-295-0716 

(長野県立総合リハビリテ

ーションセンター内) 

松本公共職業安定所 障がい者の雇用に関すること 
(代表)  ２７－０１１１ 

[FAX]  ２７－００４１ 

松本年金事務所 
社会保険、厚生年金に関すること 

(代表)  ２５－８１００ 

[FAX]  ３１－５１８３ （旧松本社会保険事務所） 

松本税務署 各種税の申告・控除に関すること (代表)  ３２－２７９０ 
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  松本市障がい者基幹相談支援センター 

困難事例に対応するための会議開催、地域のネットワーク構築や地域の相談支援体制強化

に向けての取り組み等を行います。 

 

〇連絡先   電話５０－６９３１  FAX５０－６９３２ 

 

〇所在地     松本市双葉４－８ なんぷくプラザ１階 

 

 

 松本市障がい者総合相談支援センター 

障がい者（児）または家族等からの様々な療育・生活上の相談等に応じ、専門員が必要な情

報の提供、助言、その他の障害福祉サービスの利用支援等を行います。 

 

センター名称 住所 電話番号 

障がい者相談支援センター あいほっと 松本市南原２－１６－１３ 
（電話）２6－2970 

（FAX）８８－２９２４ 

障害者相談支援センター 中信 松本市梓川梓２２８８－３ 
（電話）７８－６２０３ 

（FAX）７８－７２０４ 

相談支援センター ライフアシスト 松本市寿台９－１―３ 
（電話）８８－５２５２ 

（FAX）８８－５３５３ 

ケ・セラ社会福祉士事務所 松本市出川町１１－６ 
（電話）８８－５６１６ 

（FAX）８８－５６１６ 

ハートラインまつもと 松本市寿北７－２３－１７ 
（電話）８８－８０１０ 

（FAX）８８－８０１７ 
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  障がい者就労支援事業 

障がい者の就労の機会の拡大を図るために就労相談、求職活動支援、職場定着支援等を行

います。 

 

〇相談窓口  一般社団法人ぴあねっと 

 

〇連絡先   電話番号 27－7211  FAX29－５020 

 

〇所在地     松本市双葉４－１６ 松本市総合社会福祉センター１階 

 

  ピアカウンセリング事業 

障がい者自身が相談員（ピアカウンセラー）となり、障がい者やその家族に対して、心理的援

助や生活技術の習得を目指した支援を行います。 

 

〇相談窓口  一般社団法人ぴあねっと 

 

〇連絡先   電話番号 27－7211  FAX29－５020 

 

〇所在地     松本市双葉４－１６ 松本市総合社会福祉センター１階 

 

 

  地域活動支援センターⅠ型 

専門員（精神保健福祉士等）が、医療、福祉および地域と連携を図り、障がい者に対する理解

促進のための普及啓発等を行います。また、精神障がい者の生活能力向上や社会参加に向け

た支援を実施します。 

 

〇相談窓口  燦メンタルクラブ 

 

〇連絡先   電話番号３９－４６２４  FAX３９－４６２５ 

 

〇所在地     松本市城西１－９－２ 
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  松本公共職業安定所（ハローワーク松本） 

障害者雇用の総合窓口として、障がい者のための窓口が設置されています。 

 

〇公共職業訓練 

障がい者の就職を容易にし、職業の自立を図るため、必要な技能の養成開発等の訓練を行

います。訓練期間は職種により３カ月から２年。公共職業安定所長の受講指示を受けた方に

は、訓練手当が支給されます。 

 

〇トライアル雇用 

事業主が対象労働者を一定期間試行雇用することにより、業務遂行に当たっての適正や能

力等を見極め、相互に理解を深めていただき、その後の常用雇用へのきっかけ作りを図りま

す。実施期間は原則として３カ月です。 

 

〇窓口 

松本公共職業安定所（ハローワーク松本）  電話２７－０１１１（代表）  FAX２７－００４１ 

 

 

  大北圏域・松本圏域障がい者就業・生活支援センターしぇるぱ 

就業およびそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障がいのある方に対し、相談等を行

います。 

 

〇連絡先   電話番号０８０－４１７８－６６７８ 

 

〇所在地     松本市大字島立１０２０ 松本合同庁舎２階（松本事業所） 
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  長野県発達障がい者支援センター 

発達障がいやその疑いがある等の相談(コミュニケーションや行動面で気になる、保育園や

学校・職場で困っている等)を行います。 

 

〇相談日時   平日午前 8時３０分～午後５時１５分 

 

〇電話番号   ０２６－２６６－０２８０ 

 

〇所在地    長野市若里７－１－７ 社会福祉総合センター内 

 

 

  長野県精神保健福祉センター 

こころの健康に関する電話相談を行います。 

 

〇相談日時   平日午前 8時３０分～午後５時１５分 

 

〇電話番号   ０２６－２６６－０２８０ 

 

〇所在地    長野市若里７－１－７ 社会福祉総合センター内 

 

 

  精神保健相談 

精神保健に関する相談を精神科医師がお受けします。 

 

〇相談窓口   松本市保健所 保健予防課 

 

〇相談日時    ⑴精神保健相談：毎週月曜日 午後（第５週除く）、第１木曜日 午後 

 ⑵児童・思春期精神保健相談：第２～第４木曜日 午後 

 ⑶依存症相談：第１木曜日 午前 

 （注） いずれも祝日、年末年始を除きます。 

 

〇利用方法   電話で予約してください。 電話番号 ４０-０７０１ 

 

〇所在地     松本市大字島立 1020番地（長野県松本合同庁舎１階） 
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  こころの相談 

 こころの病気について心配される方やその家族や関係者の方へ、精神科医師が相談に応じ

ます。 

 

○相談窓口  松本市保健所 健康づくり課 

 

○相談日   毎月第４金曜日 午後１時３０分～４時（完全予約制） 

 

○申込先   松本市南部保健センター  受付電話２７－３４５５  FAX２７－３４６４ 

 

 

  いのちのきずな松本 

自殺に関する相談を専門相談員がお受けします。 

 

〇相談窓口   松本市役所東庁舎４階 

 

〇相談時間   電話相談・来所相談 

 平日（開庁日）の午前９時～午後５時１５分 

 

〇相談電話   ３４－３６００（上記時間のみ） 

 

 

  長野いのちの電話（松本） 

自殺予防の電話相談の研修を受けたボランティア相談員がお受けします。 

 

〇相談窓口   社会福祉法人 長野いのちの電話 

 

〇相談時間   午前 1１時～午後 10時 

 

〇相談電話   ０２６３－８８－８７７６  0120－７８３－５５６（毎月１０日のみ） 

 

 

 



41 

 

  日常生活自立支援事業 

認知症、精神障がい、知的障がい等で判断能力に不安のある方に対し、福祉サービス等の利

用手続き、金銭管理、重要書類の保管等の支援を行います。 

 

〇相談窓口   松本市社会福祉協議会  電話２７－３３８１  FAX２７－２２３９ 

 

 

  成年後見制度 

認知症、精神障がい、知的障がい等で判断する力が不十分となったときに、契約・財産・相続

等の法的手続き等で不利益を受けないように保護する制度です。裁判所に申立てし、裁判所が

後見等を決めます。 

〇内容   

種別 後見 保佐 補助 

対象となる方 判断能力が日常的に欠

けている方 

判断能力が著しく不十

分な方 

判断能力が不十分な方 

申立する人 本人、配偶者、４親等内の親族、市町村長 

行為の制限 行為、代理等全ての法

的行為 

契約、代理等の法的行為の一部 

 

〇相談窓口    障がい福祉課  電話３４－３２１２   FAX３６－９１１９ 

 高齢福祉課  電話３４－3214  FAX34－3016 

 西部福祉課  電話９２－3002  FAX92－711１ 

 成年後見支援センター かけはし  電話８８－６６９９  FAX８８－６６４７ 
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９ 資 料 

障がいのある人を虐待から守りましょう 

障害者虐待防止法(「障害者の虐待防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律」)は

虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。 

障がいのあるなしにかかわらず一人ひとりが大切にされ安心して生活できるよう、虐待の防

止に取り組みましょう。 

 

〇障がい者虐待の種類 

障害者虐待防止法では障害者虐待を以下の 3種類に分けています。 

⑴養護者による虐待 

家族や親族、同居する人によるもの 

⑵障害者福祉施設従事者等による虐待 

障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所等で働いている職員によるもの 

⑶使用者による虐待 

障がい者を雇って働かせている事業主等によるもの 

 

〇障がい者虐待の例 

次のような行為は障がい者虐待に該当します。虐待の意図を持っているかどうかは問いま

せん。 

⑴身体的虐待 

障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きがとれ

ない状況にすること(殴る、蹴る、縛り付ける、閉じ込める等) 

⑵性的虐待 

障がい者に無理やり、または同意とみせかけて、わいせつなことをしたり、させたりする(裸 

にする、キスをする、わいせつな話をする、映像を見せる等) 

⑶心理的虐待 

障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること(怒

鳴る、ののしる、悪口を言う、わざと無視する等) 

⑷放棄・放任(ネグレクト) 

食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させる

こと(十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療・福祉サービスを受けさ

せない等) 

⑸経済的虐待 

本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと、また、障がい者に理由なく

金銭を与えないこと(年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う等) 
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〇障害者虐待を防ぐために 

障がい者虐待では、虐待をしている側の家族など養護者にも支援が必要な場合が少なくあ

りません。 

介護疲れや障がいへの知識不足、家族間の人間関係、養護者自身の障がいなど要因はさま

ざまですが、虐待をしてしまう養護者を含む家族全体を地域ぐるみで支援することが根本的な

虐待防止につながります。 

早めの対応や支援が、虐待されている障がい者だけでなく、家族など養護者が抱える問題

の解決につながります。 

 

〇相談・通報先 

障がい者虐待の相談や通報の情報は慎重に取り扱われます。「あれ？」「ちょっとおかしいか

な」など気になることがありましたら、まずは下記へご相談ください。 

【松本市障害者虐待防止センター】 

障がい福祉課  電話 34－3212  FAX36－9119 

  西部福祉課  電話 92－3002  FAX92－711１ 

 

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について 

｢障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律｣(障害者差別解消法)は、国、県、市等の

行政機関や民間事業者による｢障がいを理由とする差別」をなくし、障がいのあるなしにかか

わらず、すべての人がお互いの人格と個性を尊重し、ともに生きる、共生社会をつくることを

目的としています。 

 

〇法律の内容 

国、県、市等の行政機関や民間事業者が、事業を行うにあたり、障がいのある人に対し、障が

いを理由とした不当な差別的取扱いをすることを禁止しています。また、障がいのある人から

求められた社会的障壁の除去の実施について、必要な合理的配慮を提供することを、行政機

関に義務づけし、事業者には努力義務としています。 

 

〇不当な差別的取扱いとは 

障がいがあるということだけで、正当な理由なく、サービスの提供を拒否・制限したり、障が

いのない人に対しては付さない条件を付けたりするような行為です。 

・具体例１：視覚障がいがある人が施設を利用する時に、盲導犬の同伴を断る。 

・具体例２：障がいを理由に窓口対応を拒否する。 

 

〇合理的配慮とは 

障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表示があった場合に、過重な負担にならな
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い範囲で、社会的障壁を取り除くよう必要な合理的配慮を行うことです。 

・具体例１：段差がある場合に、車いす使用者を補助する。 

・具体例２：筆談、読み上げ、手話など障害の特性に応じたコミュニケーション手段を用いる。 

 

〇民間事業者等での合理的配慮の提供 

障害者差別解消法が対象とする事業者は、企業、店だけでなく、個人事業者、社会福祉法

人、ＮＰＯ法人等も対象となります。事業を継続するうえで過重な負担とならない範囲で、合理

的な配慮に努めることとされています。また、事実上の平等となる優遇措置は、法的差別には

なりません。 

合理的配慮等の具体的な事例は、内閣府のホームページ｢合理的配慮等具体例データ集 合

理的配慮サーチ｣に掲載されています。 

ホームページアドレス http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/ 

 

〇松本市の障がい者差別に関する相談窓口 

障がい福祉課  電話 34－3212  FAX36－9119 

(メールアドレス s-fukusi@city.matsumoto.lg.jp) 

 

〇長野県の障がい者差別に関する相談窓口 

障がい者支援課  電話０２６－２３５－７１０１  FAX０２６－２３４－２３６９ 

(メールアドレス fuku-shakai@pref.nagano.lg.jp) 
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